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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第31期

第３四半期
連結累計期間

第32期
第３四半期
連結累計期間

第31期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 (千円) 10,027,289 13,052,237 14,153,646

経常利益又は経常損失(△) (千円) △1,284,265 171,741 △1,533,827

親会社株主に帰属する四半期
純利益又は親会社株主に帰属
する四半期(当期)純損失(△)

(千円) △2,098,615 130,796 △2,454,338

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △2,098,919 162,083 △2,453,215

純資産額 (千円) 3,776,903 2,911,455 3,422,608

総資産額 (千円) 17,597,397 18,218,836 17,849,455

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期)純損失
(△)

(円) △381.68 23.72 △446.07

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 21.5 16.0 19.2
 

 

回次
第31期

第３四半期
連結会計期間

第32期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

（円） △72.93 111.77
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．第31期第３四半期連結累計期間、第31期第３四半期連結会計期間及び第31期の１株当たり情報の算定上の基

礎となる「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式には、信託型従業員持株インセン

ティブ・プラン(E-Ship®)により一蔵従業員持株会専用信託が所有していた当社株式が含まれております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。なお、当社は連結子会社でありました株式会社ChouChouを2021年４月１日付で吸収合併いたしま

した。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)におけるわが国経済は、新型コロナウイル

ス感染症の再拡大により、一部の地域において、度重なる緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用を受

け、飲食店や大規模商業施設などの営業が制限されるなど、経済活動の抑制により国内の経済環境は厳しい状況で

推移いたしました。９月末の緊急事態宣言解除により、やや落着きがみられる状況となりましたが、その後、新型

コロナウイルスの新たな変異株が確認されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

 
(和装事業)

和装事業におきましては、新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての店舗運営や教室運営により、コロナ

禍でのお客様獲得に努めてまいりました。前年同四半期に比べ新型コロナウイルスによる影響が緩和、積極的な

催事開催、プライベートブランド商品の堅調な受注等により、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,918,041千

円(前年同四半期比17.6％増)となりました。セグメント利益は499,263千円となり、前年同四半期比で486,374千

円改善いたしました。

なお、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　

2020年３月31日　企業会計基準委員会）等の適用もあり、5,235,445千円（前年同四半期末比55.7％増）となって

おります。

 

(ウエディング事業)

ウエディング事業におきましては、新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての式場運営、新郎新婦様、ゲ

ストの皆様にご安心いただけるよう、結婚式に携わる従業員全員に月２回の抗原検査を開始するなど、安心・安

全な結婚式の提供に努めてまいりました。度重なる緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用により、

受注や施行に影響を受けたものの、前年同四半期に比べ新型コロナウイルスによる影響は緩和し、当第３四半期

連結累計期間の売上高は3,134,196千円(前年同四半期比96.4％増)となりました。セグメント利益は95,750千円と

なり、前年同四半期比で1,107,319千円改善いたしました。

なお、当第３四半期連結会計期間末の受注残組数は、1,240組（前年同四半期末比9.6％減）となっておりま

す。

 

(全社)

上記の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高13,052,237千円(前年同四半期比30.2％増)、営業利

益79,693千円、経常利益171,741千円、親会社株主に帰属する四半期純利益130,796千円となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用しております。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は18,218,836千円(前連結会計年度比2.1％増)となりました。

流動資産の残高は10,155,307千円(前連結会計年度比5.4％増)となりました。これは主に現金及び預金が276,324

千円、仕掛品が338,561千円増加したことによります。

固定資産の残高は8,063,528千円(前連結会計年度比1.9％減)となりました。

負債につきましては15,307,381千円(前連結会計年度比6.1％増)となりました。

流動負債の残高は13,123,528千円(前連結会計年度比8.6％増)となりました。これは主に未払金が123,930千円、

前受金が1,583,665千円増加した一方で、短期借入金が810,000千円減少したことによります。

固定負債の残高は2,183,852千円(前連結会計年度比6.6％減)となりました。これは主に長期借入金が156,734千円

減少したことによります。

純資産につきましては2,911,455千円(前連結会計年度比14.9％減)となりました。これは主に「収益認識に関する

会計基準」等の適用に伴い第１四半期連結会計期間期首で利益剰余金が634,640千円減少したこと、配当金38,595千

円を支払ったこと、親会社株主に帰属する四半期純利益130,796千円を計上したことによります。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社グループが定めている経営方

針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 14,500,000

計 14,500,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,516,335 5,516,335
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
定のない当社における
標準となる株式であり
ます。なお、単元株式
数は 100 株でありま
す。

計 5,516,335 5,516,335 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年10月１日～
2021年12月31日

－ 5,516,335 － 50,000 － 1,008,916
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

① 【発行済株式】

   2021年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,600
 

―

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は100株
であります。

完全議決権株式(その他)
普通株式

55,099 同上
5,509,900

単元未満株式
普通株式

― 同上
3,835

発行済株式総数 5,516,335 ― ―

総株主の議決権 ― 55,099 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2021年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社一蔵
埼玉県さいたま市北区
大成町四丁目699番地１

2,600 － 2,600 0.05

計 ― 2,600 － 2,600 0.05
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2021年10月１日から2021年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第31期連結会計年度　EY新日本有限責任監査法人

第32期第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間　監査法人アヴァンティア
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,369,143 4,645,467

  売掛金 932,497 648,943

  有価証券 202,052 200,260

  商品 1,957,716 2,030,035

  レンタル商品 1,230,034 1,284,512

  仕掛品 402,368 740,929

  原材料及び貯蔵品 109,419 162,547

  その他 427,535 442,611

  流動資産合計 9,630,766 10,155,307

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,915,141 4,734,189

   土地 1,336,979 1,336,979

   建設仮勘定 241,538 291,205

   その他（純額） 292,400 235,657

   有形固定資産合計 6,786,060 6,598,031

  無形固定資産   

   ソフトウエア 59,934 42,785

   のれん 6,194 －

   その他 77,002 90,278

   無形固定資産合計 143,131 133,064

  投資その他の資産   

   投資有価証券 59,728 55,972

   出資金 10 10

   敷金及び保証金 1,204,802 1,248,300

   その他 24,955 28,149

   投資その他の資産合計 1,289,496 1,332,431

  固定資産合計 8,218,688 8,063,528

 資産合計 17,849,455 18,218,836
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 775,968 775,794

  短期借入金 5,200,000 4,390,000

  １年内返済予定の長期借入金 430,092 471,764

  未払金 375,992 499,922

  未払費用 311,182 314,426

  未払法人税等 26,284 30,985

  前受金 4,828,288 6,411,953

  預り金 34,741 36,471

  賞与引当金 2,040 －

  ポイント引当金 30,617 －

  その他 73,473 192,210

  流動負債合計 12,088,681 13,123,528

 固定負債   

  長期借入金 1,059,585 902,851

  資産除去債務 329,558 327,267

  繰延税金負債 53,109 16,756

  退職給付に係る負債 548,490 578,710

  役員退職慰労引当金 14,740 15,391

  その他 332,681 342,875

  固定負債合計 2,338,165 2,183,852

 負債合計 14,426,847 15,307,381

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,019,617 50,000

  資本剰余金 1,008,916 1,978,533

  利益剰余金 1,426,693 884,254

  株主資本合計 3,455,226 2,912,787

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 36,095 31,082

  為替換算調整勘定 △68,713 △32,415

  その他の包括利益累計額合計 △32,618 △1,332

 純資産合計 3,422,608 2,911,455

負債純資産合計 17,849,455 18,218,836
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 10,027,289 13,052,237

売上原価 4,151,075 4,946,051

売上総利益 5,876,214 8,106,185

販売費及び一般管理費 7,461,243 8,026,492

営業利益又は営業損失（△） △1,585,029 79,693

営業外収益   

 受取利息及び配当金 6,883 9,480

 受取手数料 5,700 3,976

 助成金収入 274,855 50,204

 為替差益 16,456 36,254

 その他 16,347 10,906

 営業外収益合計 320,243 110,823

営業外費用   

 支払利息 17,447 15,747

 その他 2,031 3,028

 営業外費用合計 19,479 18,775

経常利益又は経常損失（△） △1,284,265 171,741

特別損失   

 固定資産除却損 4,682 2,718

 債務保証損失 8,048 －

 減損損失 ※  352,738 ※  42,970

 特別損失合計 365,469 45,689

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,649,734 126,051

法人税、住民税及び事業税 31,320 31,071

法人税等調整額 417,560 △35,816

法人税等合計 448,880 △4,745

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,098,615 130,796

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△2,098,615 130,796
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,098,615 130,796

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 23,854 △5,012

 為替換算調整勘定 △24,158 36,298

 その他の包括利益合計 △304 31,286

四半期包括利益 △2,098,919 162,083

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,098,919 162,083

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

 
当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ

り、和装事業の加工販売、和装事業及びウエディング事業の写真販売について、従来は、成果の確実性が認めら

れる場合には、販売基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転

する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識

する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価

が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、和装事業のポイント制度について、

従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりました

が、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に

変更しております。

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認

識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契

約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第

１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は199,004千円、売上原価は17,817千円、販売費及び一般管理費

は10,711千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ170,475千円減少

しております。また、利益剰余金の当期首残高は634,640千円減少しております。

 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示してい

た「ポイント引当金」は、第１四半期連結会計期間より「その他」に含めて表示することといたしました。な

お、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法によ

り組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３

月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる影響はありません。

 
 

 

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の（重

要な会計上の見積り）に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
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(四半期連結損益計算書関係)

※　減損損失

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。

 
(1)　減損損失を認識した資産のグループの概要

場所 用途 種類

東京都他
ウエディング事業１店舗

　　　　　　　　１式場

建物及び構築物

有形固定資産その他（車両運搬具、工具、器具及び

　　　　　　　　　　備品、リース資産有形）

ソフトウエア
 

 
(2)　減損損失の認識に至った経緯

店舗については、売却を決定したため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上いたしました。

式場については、収益性の低下が認められるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上いたしました。

 
(3)　減損損失の金額

種類 減損損失　（千円）

建物及び構築物 344,040

有形固定資産その他（車両運搬具、工具、器具及び

　　　　　　　　　　備品、リース資産有形）
7,681

ソフトウエア 1,016

計 352,738
 

 
(4)　資産グルーピングの方法

当社は原則として、事業用資産については店舗及び式場を基準としてグルーピングを行っております。

 
(5)　減損損失の回収可能価額の算定方法

店舗については、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。

式場については、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを割り引いて算

定しております。

 
当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。

 
(1)　減損損失を認識した資産のグループの概要

場所 用途 種類

東京都 本社事務所
建物及び構築物

有形固定資産その他（工具、器具及び備品）
 

 
(2)　減損損失の認識に至った経緯

東京本社の移転を決定したことにより、将来の使用見込みがなくなった資産について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

 
(3)　減損損失の金額
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種類 減損損失　（千円）

建物及び構築物 40,710

有形固定資産その他（工具、器具及び備品） 2,260

計 42,970
 

 
(4)　資産グルーピングの方法

当社は原則として、事業用資産については店舗及び式場を基準としてグルーピングを行っております。

なお、処分予定資産については、個別にグルーピングを行っております。

 
(5)　減損損失の回収可能価額の算定方法

東京本社の移転決定に伴い、使用見込みがなくなったことから、当資産グループの回収可能価額は正味売

却価額又は使用価値により測定しておりますが、売却や転用が困難な資産については、移転までの帳簿価額

の全額を減損損失として計上しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 429,362千円 377,437 千円

のれんの償却額 18,584 6,194  
 

 
(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月23日
定時株主総会

普通株式 77,158 14.00 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金
 

(注)　2020年６月23日定時株主総会において決議の配当金の総額には、野村信託銀行株式会社(一蔵従業員持株会専用

信託口)が保有する当社株式に対する配当金485千円が含まれております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)

配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月24日
定時株主総会

普通株式 38,595 7.00 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２和装事業
ウエディング

事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 8,431,685 1,595,604 10,027,289 － 10,027,289

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 8,431,685 1,595,604 10,027,289 － 10,027,289

セグメント利益又は損失(△) 12,889 △1,011,569 △998,679 △586,350 △1,585,029
 

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△586,350千円は本社管理費であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整しております。

 
２．報告セグメントごとの減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「ウエディング事業」セグメントにおいて、店舗については、売却を決定したため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額した減少額7,822千円を、式場については、収益性の低下が認められるため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額した減少額344,915千円を減損損失として特別損失に計上しております。

 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２和装事業
ウエディング

事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 9,918,041 3,134,196 13,052,237 － 13,052,237

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 9,918,041 3,134,196 13,052,237 － 13,052,237

セグメント利益 499,263 95,750 595,013 △515,320 79,693
 

(注) １．セグメント利益の調整額△515,320千円は本社管理費であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 
２．報告セグメントごとの減損損失又はのれん等に関する情報

　報告セグメントに配分されていない全社資産のうち、東京本社移転の意思決定に伴い、東京本社事務所資産につい

て減損損失を認識しております。当該減損損失の金額は当第３四半期連結累計期間において42,970千円であります。

 
　３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関

する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「和装事業」の売上高は156,161千円減少、セ

グメント利益は126,872千円減少し、「ウエディング事業」の売上高は42,843千円減少、セグメント利益は43,603千円

減少しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 
当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日 至　2021年12月31日）

 
  (単位：千円)

 

 報告セグメント

合計
和装事業 ウエディング事業 計

和装販売 5,302,510 － 5,302,510 5,302,510

和装加工 951,397 － 951,397 951,397

和装レンタル 1,298,701 － 1,298,701 1,298,701

和装写真 1,941,382 － 1,941,382 1,941,382

ウエディング － 2,832,564 2,832,564 2,832,564

ウエディング写真 － 301,631 301,631 301,631

その他 424,048 － 424,048 424,048

顧客との契約から生じる収益 9,918,041 3,134,196 13,052,237 13,052,237

外部顧客への売上高 9,918,041 3,134,196 13,052,237 13,052,237
 

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年12月31日)

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損
失　
　(△)

△381円68銭 23円72銭

(算定上の基礎)   

　親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に
　帰属する四半期純損失(△)(千円)

△2,098,615 130,796

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
　又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△2,098,615 130,796

　普通株式の期中平均株式数(株) 5,498,385 5,513,688
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「普通株式の期中平均株式数」は、一蔵従業員持株会専用信託が所有していた当社株式を控除しておりま

す。

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)の算定上、控除した当該株式の期中平均株式数

前第３四半期連結累計期間　14,329株　　当第３四半期連結累計期間　－株

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年２月10日

株式会社一蔵

取締役会　御中

 
監査法人アヴァンティア

 

東京都千代田区
 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 相　馬　裕　晃  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 戸　城　秀　樹  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社一蔵の

2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2021年10月１日から2021年12月31日

まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四

半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社一蔵及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
その他の事項

会社の2021年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監

査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2021年２月15日付けで無限定の結論を表明して

おり、また、当該連結財務諸表に対して2021年６月24日付けで無限定適正意見を表明している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
 

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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